
（別表１） 

ストックホルム条約の対象物質の追加に伴い化審法第一種特定化学物質に 

新たに追加指定することが適当とされた物質 

 

No. 化学物質名 CAS番号* 

（参考） 

化審法官報 

公示整理番号* 

１ メトキシ［２，２，２－トリクロロ－１

－（メトキシフェニル）エチル］ベンゼ

ン（別名メトキシクロル） 

 

 
（メトキシクロルの構造式） 

72-43-5 

30667-99-3 

76733-77-2 

255065-25-9 

255065-26-0 

59424-81-6 

1348358-72-4 

なし 

 

２ １，２，３，４，７，８，９，10，13，

13，14，14－ドデカクロロ－１，４，４

ａ，５，６，６ａ，７，10，10ａ，11，

12，12ａ－ドデカヒドロ－１，４：７，

10－ジメタノジベンゾ［ａ，ｅ］［８］

アンヌレン（別名デクロランプラス） 

 

 

（デクロランプラスの構造式） 

13560-89-9 

135821-74-8 

135821-03-3 

4-296 

３ ２－（２Ｈ－１，２，３－ベンゾトリア

ゾール－２－イル）－４，６－ビス（２

－メチルブタン－２－イル）フェノール

（別名ＵＶ－３２８） 

 

 
（ＵＶ－３２８の構造式） 

25973-55-1  

 

5-3604 

* CAS番号、化審法官報公示整理番号は参考であり、名称に含まれる化学物質が対象となる。 



（別表２） 

第一種特定化学物質が使用されている場合に 

輸入を禁止することが適当とされた製品 

 

第一種特定化学物質 製品 

１，２，３，４，７，８，９，

10，13，13，14，14－ドデカク

ロロ－１，４，４ａ，５，６，

６ａ，７，10，10ａ，11，12，

12ａ－ドデカヒドロ－１，４：

７，10－ジメタノジベンゾ

［ａ，ｅ］［８］アンヌレン（別

名デクロランプラス） 

・ 樹脂に防炎性能を与えるための調整添加

剤 

・ シリコーンゴム 

・ 潤滑油 

・ 接着剤及びテープ 

・ 電気・電子製品の部品・ハウジング・電気

配線・ケーブル 

２－（２Ｈ－１，２，３－ベン

ゾトリアゾール－２－イル）

－４，６－ビス（２－メチルブ

タン－２－イル）フェノール

（別名ＵＶ－３２８） 

・ 塗料及びワニス 

・ 潤滑油 

・ 接着剤、テープ及びシーリング用の充填料 

・ プラスチック用紫外線吸収剤 

※製品についての区分や表現の仕方は、管理体制などの確認ができた場合等、必要に応じて変更がありうる。 

 


